
令和２年２月 12日 

自治会町内会長 様 

横浜市健康福祉局 

保健事業課担当課長 

受動喫煙防止を目的とする「改正健康増進法」に係るポスター 

掲示及び自治会館・町内会館の対応について（依頼） 

春寒の候 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素より、横浜市における保健福祉行政に御協力いただきありがとうございます。 

さて、来る令和２年４月１日、望まない受動喫煙をなくすことを目的とする健康増進法

の一部を改正する法律（改正健康増進法）が全面施行を迎えます。改正健康増進法は、「望

まない受動喫煙をなくす」、「受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に特に配慮

する」、「施設ごとに定められた対策を行う」を基本的な考え方としており、全面施行以降、

受動喫煙防止に向けた取組が全国的に行われます。 

つきましては、改正健康増進法の内容を貴会の皆様に広く周知したく、同封ポスターの

掲示板への掲出について、ご協力をお願いいたします。 

 また、同封しました市町内会連合会での説明資料にあります自治会館・町内会館の対応

につきましても、重ねてお願い申し上げます。 

（送付物） 

  １ ポスター「知っていますか？新しい喫煙ルール」（サイズ A4） 

  ２ 市町内会連合会説明資料（サイズ A4・１部） 

※ 当資料に記載の『別添「知っていますか？新しい喫煙ルール」』については、

ポスターと内容が同一であるため省略しています。

  ３ 禁煙標識（サイズ A6・１部） 

※自治会館・町内会館を屋内禁煙にする場合にご利用いただける標識です。

 

 

 

改正健康増進法や受動喫煙に係る全般的なご相談は 

下記までご連絡ください。 

＜横浜市受動喫煙対策コールセンター＞ 

045-330-0641（平日 8:30～17:15、祝祭日を除く）

（担当） 担当 健康福祉局保健事業課 

電話 045-671-2454 

（区担当）旭区福祉保健課健康づくり係 

鋪、河原 

電話 045-954-6146 



 

 

健康増進法の一部を改正する法律（改正健康増進法）の 

全面施行に伴う対応について（依頼） 

 

１ 趣旨 

  令和２年４月１日に健康増進法の一部を改正する法律（改正健康増進法）が全面施行さ

れます。改正健康増進法は、「望まない受動喫煙をなくす」、「受動喫煙による健康影響が

大きい子どもや患者等に特に配慮する」、「施設ごとに定められた対策を行う」を基本的な

考え方としており、全面施行以降、受動喫煙防止に向けた取組が全国的に行われます。 

本市でも、これまで広報よこはま等で全面施行をお知らせしてきましたが、このたび、

改正健康増進法の周知や自治会館・町内会館の対応についてご依頼申し上げます。 

 

２ 改正健康増進法の概要 

別添「知っていますか？新しい喫煙ルール」参照 

 

３ 自治会館・町内会館の取扱い 

  改正健康増進法では、学校・病院など、特に子どもや患者等に配慮すべき施設は「第

一種施設」として「原則、敷地内禁煙」、飲食店やオフィスなど、それ以外のほぼ全ての

施設は「第二種施設」として「原則、屋内禁煙」となります。 

このうち、自治会館・町内会館は「第二種施設」の取扱いが適用されます。 

具体的対応としては、「屋内禁煙」とするか、「例外的に認められる一定基準を満たし

た喫煙室を屋内に設置」する必要があります。また、第二種施設の屋外における喫煙は

規制されておりませんが、喫煙時は周囲へ配慮することが義務付けられております。 

※詳しくは裏面「参考」の留意事項をご参照ください。 

 

４ 依頼事項 

（１）周知へのご協力 

自治会・町内会の掲示板に、啓発ポスターの掲示をお願いします。 

区連会の開催後、単位自治会町内会長様あてにポスター（別添チラシの表面を印刷 

したもの）を２月中にお送りいたしますので、４月末日まで掲示をお願いします。 

（２）改正健康増進法の共有及び対応 

各自治会・町内会において、改正健康増進法の内容の共有をお願いします。 

また、自治会館・町内会館で行われる会合や催事等での「原則、屋内禁煙（加熱式 

たばこを含む）」について、ご対応をお願いします。 

 このほか、自治会・町内会で実施する催事等の場合にも、受動喫煙防止へのご配慮 

をお願いします。 

 

区連会２月定例会説明資料 
令 和 ２ 年 ２ 月 1 8 日 
旭区福祉保健課健康づくり係 

（区担当）旭区福祉保健課健康づくり係 

鋪、河原 

電話 045-954-6146 

＜改正健康増進法全般に関する問合せ先＞ 

 横浜市受動喫煙対策コールセンター  

045-330-0641 

受付：平日８：30～17：15（祝祭日除く） 

 

（担当） 横浜市健康福祉局保健事業課 

電話 045-671-2454 



 

屋内禁煙とした場合の留意事項  

①会館出入口に禁煙の表示をお願いします。 

※禁煙標識（A6サイズのステッカー）を掲示板ポスターに同封してお送りします。 

②屋外に喫煙スペースを設置する場合には、できる限り喫煙目的以外の方が立ち入らな

いような場所に設置してください。 

③喫煙スペースを設置せずに喫煙する場合には、周囲への配慮をお願いします。 

 

 

 第二種施設における喫煙室設置時の留意事項  

【ポイント１】設置できる喫煙室には、２つの種類があります。 
 

種別 
たばこの種類 

飲食 
紙巻き 加熱式 

喫煙専用室 ○ ○ × 

加熱式たばこ※ 専用喫煙室 × ○ ○ 

 ※アイコス・プルームテック・グローなど 
 
 
【ポイント２】喫煙室の設置には、３つの基準があります。 
 
①出入口で、室外から室内に流入する空気の 

気流が 0.2m毎秒以上であること 

②煙が室内から室外に流出しないよう、 

壁、天井等によって区画されていること 

③煙を屋外または外部の場所に排気すること 

 
 
 
【ポイント３】喫煙室を設置した場合、以下の事項をお守りください。 
 
①喫煙室は２０歳未満の方の立ち入りを禁止すること 

②会館出入口及び喫煙室出入口に標識を掲示すること 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜喫煙専用室の場合＞ ＜加熱式たばこ専用喫煙室の場合＞ 

会館出入口用 会館出入口用 喫煙室出入口用 喫煙室出入口用 

参 考 
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